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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両を目標車速にする目標位置を示す情報を取得する目標位置情報取得手段と、
　予め決められた減速特性にて前記自車両を走行させて前記目標位置における車速を前記
目標車速にする場合の、各位置における車速を基準車速として取得する基準車速情報取得
手段と、
　前記自車両の現在位置および前記自車両の現在車速を示す情報を取得する自車両動作情
報取得手段と、
　前記目標位置を取得した後、前記自車両の現在車速が前記自車両の現在位置における前
記基準車速を最初に越えたときに、前記自車両の現在位置より前方に制御位置を設定する
制御位置設定手段と、
　前記自車両の現在位置が前記制御位置に一致したときの前記自車両における動作に応じ
て前記自車両に搭載された減速支援部に前記自車両における減速を支援するための制御を
行わせる減速支援手段と、
を備える運転支援装置。
【請求項２】
　前記制御位置設定手段は、前記自車両の現在位置から前記目標位置までの距離に所定の
係数を乗じて取得した値に基づいて前記制御位置を特定する、
請求項１に記載の運転支援装置。
【請求項３】
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　前記制御位置設定手段は、前記自車両の運転者に減速を促す報知を行う報知制御位置を
設定し、当該報知制御位置よりも前方に前記自車両に対する制動制御を行う制動制御位置
を設定し、
　前記減速支援手段は、前記自車両の現在位置が前記報知制御位置に一致したときの前記
自車両における動作に応じて前記自車両に搭載された報知部に減速を促す報知を行うため
の制御を行わせ、前記自車両の現在位置が前記制動制御位置に一致したときの前記自車両
における動作に応じて前記自車両に搭載された制動部に前記自車両を減速するための制御
を行わせる、
請求項１または請求項２のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項４】
　前記減速支援手段は、前記自車両の現在位置が前記制御位置に一致したときの前記自車
両の現在車速が前記制御位置における前記基準車速を所定量以上上回っている場合に、前
記減速支援部に前記自車両における減速を支援するための制御を行わせる、
請求項１～請求項３のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項５】
　前記減速支援手段は、前記自車両の現在位置が前記制御位置に一致したときに前記自車
両に搭載された制動操作部にて制動操作が行われていない場合に、前記減速支援部に前記
自車両における減速を支援するための制御を行わせる、
請求項１～請求項４のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項６】
　前記基準車速情報取得手段は、前記自車両を減速させて走行したときの減速特性の履歴
に基づいて前記基準車速を取得する、
請求項１～請求項５のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項７】
　前記自車両の運転者を識別する運転者識別手段を備え、
　前記基準車速情報取得手段は、前記運転者に応じて前記基準車速を切り替える、
請求項１～請求項６のいずれかに記載の運転支援装置。
【請求項８】
　自車両を目標車速にする目標位置を示す情報を取得する目標位置情報取得工程と、
　予め決められた減速特性にて前記自車両を走行させて前記目標位置における車速を前記
目標車速にする場合の、各位置における車速を基準車速として取得する基準車速情報取得
工程と、
　前記自車両の現在位置および前記自車両の現在車速を示す情報を取得する自車両動作情
報取得工程と、
　前記目標位置を取得した後、前記自車両の現在車速が前記自車両の現在位置における前
記基準車速を最初に越えたときに、前記自車両の現在位置より前方に制御位置を設定する
制御位置設定工程と、
　前記自車両の現在位置が前記制御位置に一致したときの前記自車両における動作に応じ
て前記自車両に搭載された減速支援部に前記自車両における減速を支援するための制御を
行わせる減速支援工程と、
を含む運転支援方法。
【請求項９】
　自車両を目標車速にする目標位置を示す情報を取得する目標位置情報取得機能と、
　予め決められた減速特性にて前記自車両を走行させて前記目標位置における車速を前記
目標車速にする場合の、各位置における車速を基準車速として取得する基準車速情報取得
機能と、
　前記自車両の現在位置および前記自車両の現在車速を示す情報を取得する自車両動作情
報取得機能と、
　前記目標位置を取得した後、前記自車両の現在車速が前記自車両の現在位置における前
記基準車速を最初に越えたときに、前記自車両の現在位置より前方に制御位置を設定する
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制御位置設定機能と、
　前記自車両の現在位置が前記制御位置に一致したときの前記自車両における動作に応じ
て前記自車両に搭載された減速支援部に前記自車両における減速を支援するための制御を
行わせる減速支援機能と、
をコンピュータに実現させる運転支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、減速に関する運転支援を行う運転支援装置、方法およびプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自車両と一時停止地点との間の距離が所定の閾値以下になったときにスロットル
開度を検出し、当該スロットル開度に応じて警告や強制減速を行うことによって一時停止
の不履行を未然に防止する技術が知られている（特許文献１）。
【特許文献１】特開平１０－７６９２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の技術においては、効果的な運転支援を行うことができなかった。
  すなわち、特許文献１に開示された技術においては、前記閾値を自車両の車速に基づい
て決定しているため、自車両の速度に応じて当該閾値が変動する。このため、自車両の車
速が変動すると前記閾値が変動し、自車両と一時停止地点との間の距離が逓減している過
程であっても当該距離が複数回閾値を下回ることがあり得る。従って、当該距離が閾値を
下回ったときのスロットル開度が警告を行うべき状態である場合には警告がなされ、複数
回の警告がなされ得る。しかし、この種の警告が複数回行われると、運転者は当該警告に
対する注意力を低下させ、当該警告の効果が充分に現れない。従って、従来技術における
警告は効果的な運転支援として機能していない。
  本発明は、上記課題にかんがみてなされたもので、効果的な運転支援を行うことを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の目的を達成するため、本発明においては、目標位置を取得し、予め決められた減
速特性にて自車両を走行させて目標位置において自車両を目標車速とするときの車速の推
移を想定し、少なくとも自車両の現在位置から目標位置までの間の各位置にて当該車速を
想定して基準車速とする。また、目標位置を取得した後、最初に自車両の現在位置におけ
る現在車速が基準車速を越えたときに当該現在位置より前方に制御位置を設定する。そし
て、自車両が当該制御位置に到達したときの自車両における動作に応じて減速支援部に自
車両における減速を支援するための制御を行わせる。
【０００５】
　すなわち、目標位置を取得した後、最初に自車両の現在位置における現在車速が基準車
速を越えたときに減速支援のための制御を開始する制御位置を決定し、新たに目標位置を
設定した後において、１回だけ制御位置の設定が行われ、当該制御位置において減速支援
のための制御が１回だけ行われる。このため、警告など、減速を支援するための制御が複
数回行われることはなく、減速を支援するための制御を効果的な運転支援として機能させ
ることができる。
【０００６】
　ここで、目標位置は、自車両を目標車速にする目標位置を示す情報であれば良く、予め
目標車速が対応付けられた各種の位置を目標位置とすることができる。例えば、一時停止
位置（目標車速０ｋｍ／ｈ）や制限車速のある道路（目標車速は制限車速）に設定された
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所定の位置を目標位置とすれば良い。
【０００７】
　むろん、目標位置の設定法は他にも種々の構成を採用可能であり、一時停止位置や制限
車速のある道路に設定された所定の位置から所定距離だけ自車両に近い位置を目標位置と
しても良いし、当該所定距離を自車両の現在車速に応じて変動させても良い。例えば、自
車両の現在車速が０～特定の値までの間は所定距離を一定とし、現在車速が当該特定の値
を超えたときに現在車速に応じて所定距離を増加させる構成を採用可能である。また、当
該目標位置を示す情報は、種々の態様によって取得可能であり、自車両に搭載された記録
媒体に当該情報を記録しておき、当該情報を取得しても良いし、当該情報を記録する記録
媒体を備える外部機器から通信等を介して取得しても良い。
【０００８】
　基準車速情報取得手段は、予め決められた減速特性にて自車両を走行させて目標位置に
おける車速を目標車速にするときの車速の推移に対応した情報、すなわち、位置毎の車速
を基準車速として取得すればよい。従って、予め決められた減速特性に対応した各位置に
おける車速を基準車速とすることができればよく、減速特性に基づいて演算を行うことに
よって当該各位置における基準車速を取得しても良いし、予め各位置における基準車速の
対応関係を、例えばテーブル等として定義しておき、当該対応関係を示す情報を取得して
も良い。
【０００９】
　減速特性は車両を減速する際の車両の動作を特定するための情報であり、目標位置にお
いて自車両の車速を目標車速とするときの自車両の動作（例えば、位置や車速，加速度等
）を特定可能であればよい。従って、減速特性は減速度（負の加速度）を示す情報であっ
ても良いし、距離に対する車速の変化を示す情報であっても良く、種々の構成を採用可能
である。むろん、車両の重量や路面の摩擦係数等に応じて減速度を調整する構成であって
も良い。なお、減速特性は、自車両において制動を行って目標位置において目標車速にす
ることが可能な限界の減速度よりも絶対値の小さな減速度に対応した特性に設定すること
が好ましい。
【００１０】
　また、当該限界の減速度よりも絶対値の小さな減速度は、多くの運転者が通常の運転で
減速する際の典型的な減速度であることが好ましい。この構成によれば、多くの運転者が
余裕を持って自車両を減速させて目標位置における車速を目標車速にすることができる。
なお、典型的な減速度は予め決定されていれば良く、多数の運転者について、各運転者の
減速操作による減速度の統計を取得し、その統計値（例えば、平均値や中央値等）に基づ
いて典型的な減速度を決定する構成等を採用可能である。むろん、減速度は一定であって
も良いし、自車両の現在車速が自車両の現在位置における基準車速を最初に越えた時点か
らの経過時間や目標位置からの距離によって変動する減速度であっても良い。
【００１１】
　このように典型的な減速度に対応した減速特性に基づいて決定される基準車速に従って
自車両を走行させると、多くの運転者が余裕を持って自車両を減速させて目標位置におけ
る車速を目標車速にすることが可能であるものの、自車両の現在車速が基準車速を越える
タイミングは、減速を支援するタイミングとして早すぎる場合が多い。そこで、本発明の
ように、自車両の現在車速が基準車速を越えたときの自車両の現在位置より前方に制御位
置を設定することにより、過度に早いタイミングで減速を支援するための制御を開始する
ことを防止することができる。
【００１２】
　自車両動作情報取得手段は、自車両の現在位置と現在車速とを示す情報を取得すること
ができれば良く、各種センサやカメラ、各種通信などによって取得される種々の情報に基
づいて自車両の動作を取得可能である。例えば、車両の位置、速度（あるいは加速度等か
ら得られる速度）をセンサやカメラによって特定する構成や、ＧＰＳからの信号や地図上
での自車両での軌跡，車車間通信，路車間通信等によって取得する構成を採用可能である
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。
【００１３】
　制御位置設定手段は、目標位置を取得した後、自車両の現在車速が自車両の現在位置に
おける基準車速を最初に越えたときに、自車両の現在位置より前方に制御位置を設定する
ことができればよい。すなわち、自車両の現在位置毎に当該位置に対応付けられた基準車
速と自車両の現在車速とを比較し、自車両の現在車速が基準車速を越えるか否か判定して
自車両の前方に制御位置を設定すればよい。
【００１４】
　なお、制御位置設定手段においては、各目標位置について制御位置を１回だけ設定し、
これにより減速を支援するための制御を当該制御位置において１回実施するように構成す
ればよい。また、ここでは、制御位置の設定処理自体が１回だけであれば良く、１回の設
定処理において複数の箇所に制御位置を設定する構成を採用しても良い。すなわち、減速
を支援するための制御に複数種類の制御があり得る場合には、各種類の制御を１回だけ実
施するように各種類の制御に関する制御位置を決定すればよい。
【００１５】
　さらに、制御位置は、自車両の現在車速が基準車速を最初に越えたときの自車両の現在
位置より前方に設定し、目標位置に到達する以前に減速を支援できるように設定すれば良
い。従って、例えば、自車両の現在位置から目標位置までの距離に所定の係数（例えば一
定の係数＜１）を乗じて取得した値に基づいて制御位置を特定する構成を採用可能である
。例えば、当該係数を乗じて取得した値が制御位置から目標位置までの距離であるとし、
当該距離に基づいて制御位置を特定する構成を採用可能である。ここでは、制御位置から
目標位置までの距離が、自車両において減速を行って目標位置における車速を目標車速に
することができる距離となるように、当該係数の大きさを設定すればよい。
【００１６】
　なお、基準車速や減速特性，制御位置は、自車両の現在車速や、自車両の現在位置から
目標位置までの距離などに応じて変動させても良い。例えば、自車両の現在車速が速いほ
ど、基準車速が速く、あるいは、減速特性に対応する減速度の絶対値が大きくなるように
設定しても良いし、自車両の現在車速が速いほど制御位置を算出する際の前記係数の値を
大きくしても良い。また、自車両の現在位置から目標位置までの距離が小さいほど、基準
車速が速く、あるいは、減速度の絶対値が大きくなるように設定しても良いし、自車両の
現在車速が速いほど制御位置を算出する際の前記係数の値を大きくしても良い。
【００１７】
　減速支援手段は、自車両の現在位置が制御位置に一致したときの自車両における動作に
応じて自車両に搭載された減速支援部に前記自車両における減速を支援するための制御を
行わせることができればよい。ここで、減速支援部は自車両における減速を支援するため
の装置であり、運転者に減速を促す装置であっても良いし、実際に減速を行う装置であっ
ても良い。前者としては、例えば、運転者に減速を促すための案内を行う報知部（例えば
、表示装置やスピーカー）が挙げられ、後者としては、例えば、自動制御によって自車両
の制動を行う制動部（例えば、ブレーキの制御装置）が挙げられる。
【００１８】
　また、減速を支援するための制御を行う際のトリガとなる自車両における動作は、減速
を行うべきであるか否かを判定するための動作であれば良く、自車両の位置や車速、加速
度等であってもよいし、自車両において行われている運転操作に対応した動作であっても
よい。
【００１９】
　さらに、制御位置における減速支援の例として運転者に対する報知と制動動作との双方
を実施可能に構成してもよい。例えば、上述の制御位置として、自車両の運転者に減速を
促す報知を行う報知制御位置を設定し、当該報知制御位置よりも前方に自車両に対する制
動制御を行う制動制御位置を設定する構成を採用可能である。
【００２０】
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　この構成において、減速支援手段は、自車両の現在位置が報知制御位置に一致したとき
の自車両における動作に応じて報知部に減速を促す報知を行うための制御を行わせ、自車
両の現在位置が制動制御位置に一致したときの自車両における動作に応じて制動部に自車
両を減速するための制御を行わせる。この結果、報知部と制動部とが備えられた自車両に
おいて、自車両に対して制動制御を行う前に運転者に対して減速を促す報知を行うことが
できる。
【００２１】
　制動部においては、自車両を減速させるための制御を行うことができればよく、例えば
、内燃機関の出力を制御しても良いし、変速機の変速比を制御しても良いし、ブレーキに
よる減速の程度を制御しても良く種々の構成を採用可能である。より具体的には、自車両
の動作（例えば、自車両の現在車速と基準車速との差分）と制動部の制御量を対応付ける
構成を採用可能である。なお、内燃機関の出力を制御する場合には、スロットル開度，燃
料噴射量，点火時期のいずれかまたは組み合わせを制御すればよい。また、変速機の変速
比を制御する場合には、シフトダウンを行うための制御を行えば良く、ブレーキによる減
速の程度を制御する場合にはブレーキの程度を調整するための制動制御装置によりホイー
ルシリンダの制動圧を増加または調整させればよい。
【００２２】
　さらに、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに参照する自車両における動作の
例として、基準車速と現在車速との関係を採用可能である。例えば、自車両の現在位置が
制御位置に一致したときの自車両の現在車速が制御位置における基準車速を所定量以上上
回っている場合に、減速を支援するための制御を行わせる構成を採用可能である。
【００２３】
　この構成によれば、自車両の現在車速が基準車速を所定量以上上回っているか否かを判
定することによって、自車両において目標位置における車速を目標車速とするための減速
がなされているか否かを判定することができる。すなわち、基準車速は予め決められた減
速特性によって走行したときに目標位置における自車両の車速を目標車速にするための車
速であるため、自車両の現在車速が基準車速を所定量以上上回っているときに、運転者が
当該減速特性に対応した減速操作を行っていないと見なすことができる。
【００２４】
　そこで、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに参照する自車両の動作を現在車
速と基準車速との差分で定義し、所定量の閾値と比較する構成とすることで、運転者の減
速意志に応じて減速を支援するための制御を行わせることが可能になる。なお、自車両の
現在車速から基準車速を減じたときとの差分に相当する所定量は、目標位置における車速
を目標車速とするために基準車速よりも上回ることが許容される車速の範囲内で設定すれ
ば良く、例えば、予め決められた一定の差分値であっても良いし、現在車速や基準車速に
依存するように設定しても良く、種々の構成を採用可能である。
【００２５】
　さらに、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに参照する自車両における動作の
例として、自車両において行われている運転操作に対応した動作を採用してもよい。例え
ば、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに自車両に搭載された制動操作部にて制
動操作が行われていない場合に、減速を支援するための制御を行わせる構成を採用可能で
ある。
【００２６】
　この構成によれば、運転者の減速意志に応じて減速を支援するための制御を行わせるこ
とが可能になる。なお、制動操作部における制動操作は、減速時の操作であり、ブレーキ
ペダルを操作することによって減速を行っている場合や、アクセルペダルの操作量を所定
量以下とすることによって減速を行っている場合に相当する。
【００２７】
　さらに、減速特性は基準車速を取得する以前に予め決められていれば良く、例えば、自
車両を減速させて走行したときの減速特性の履歴に基づいて基準車速を取得する構成を採
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用可能である。すなわち、当該減速特性の履歴は、自車両の運転者が通常行う操作によっ
て得られる減速度に対応している。そこで、当該減速特性の履歴（例えば、平均値や中央
値等）に基づいて減速特性を決定すれば、当該自車両の運転者が通常行う運転操作に対応
した基準車速を取得することができ、より適切な減速支援を行うことが可能になる。
【００２８】
　なお、減速特性の履歴は、自車両におけるすべての減速操作に関する履歴であっても良
いし、特定の状態における減速操作に関する履歴であっても良い。例えば、減速の結果、
自車両の車速が上述の目標車速と一致あるいは類似（差分が所定の範囲内）した車速にな
った場合に、所定の時点から当該目標車速に至るまでの減速操作について減速特性の履歴
を収集する構成を採用可能である。むろん、他にも種々の構成を採用可能であり、例えば
、自車両を減速させて目標位置に向けて走行して目標位置にて自車両の車速を目標車速と
したときの減速特性の履歴を取得し、当該減速特性の履歴に基づいて前記基準車速を取得
する構成を採用可能である。
【００２９】
　さらに、運転者を識別し、運転者に応じて基準車速を切り替える構成を採用可能である
。すなわち、運転者毎に運転傾向が異なり得るため、各運転者に応じた基準車速を予め定
義しておき、運転者を識別して各運転者に応じた基準車速を取得することにより、各運転
者に対して効果的な運転支援を行うことが可能になる。なお、運転者毎の基準車速は予め
定義することができれば良く、運転者毎に減速特性を特定して基準車速を取得しても良い
。
【００３０】
　また、上述のように減速特性の履歴を取得する場合には、運転者識別手段によって運転
者を識別して減速特性を取得し、運転者毎に減速特性の履歴を取得する構成とすることが
好ましい。この構成により、各運転者が通常行う運転操作に対応した基準車速を取得する
ことができ、運転者毎に、より適切な減速支援を行うことが可能になる。なお、運転者識
別手段においては、運転操作を行う人物を特定することができれば良く、カメラやセンサ
等に基づいて各運転者の特徴に対応した特徴量を予め取得しておき、実際の運転者につい
ての特徴量と予め取得した特徴量とを比較することによって運転者を識別する構成を採用
可能である。
【００３１】
　さらに、本発明のように自車両の現在車速が基準車速を最初に越えたときに自車両の前
方に制御位置を設定し、自車両が当該制御位置に到達したときの自車両の動作に応じて減
速を支援するための制御を行う手法は、プログラムや方法としても適用可能である。また
、以上のような運転支援装置、プログラム、方法は、単独の運転支援装置として実現され
る場合もあれば、車両に備えられる各部と共有の部品を利用して実現される場合もあり、
各種の態様を含むものである。例えば、以上のような運転支援装置を備えたナビゲーショ
ン装置や方法、プログラムを提供することが可能である。また、一部がソフトウェアであ
り一部がハードウェアであったりするなど、適宜、変更可能である。さらに、運転支援装
置を制御するプログラムの記録媒体としても発明は成立する。むろん、そのソフトウェア
の記録媒体は、磁気記録媒体であってもよいし光磁気記録媒体であってもよいし、今後開
発されるいかなる記録媒体においても全く同様に考えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
  ここでは、下記の順序に従って本発明の実施の形態について説明する。
（１）ナビゲーション装置の構成：
（２）運転支援処理：
（３）他の実施形態：
【００３３】
　（１）ナビゲーション装置の構成：
  図１は、本発明の一実施形態にかかる運転支援装置を含むナビゲーション装置１０の構
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成を示すブロック図である。ナビゲーション装置１０は、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備
える制御部２０と記録媒体３０とを備えており、記録媒体３０やＲＯＭに記録されたプロ
グラムを制御部２０で実行することができる。本実施形態においては、このプログラムの
一つとしてナビゲーションプログラム２１を実行可能であり、当該ナビゲーションプログ
ラム２１はその機能の一つとして自車両の減速支援を行う機能を備えている。
【００３４】
　自車両（ナビゲーション装置１０が搭載された車両）には、ナビゲーションプログラム
２１による機能を実現するためにＧＰＳ受信部４０と車速センサ４１とスピーカー４２と
表示部４３と制動部４４とが備えられており、これらの各部と制御部２０との信号の授受
は図示しないインタフェースによって実現されている。
【００３５】
　ＧＰＳ受信部４０は、ＧＰＳ衛星からの電波を受信して自車両の現在位置を算出するた
めの情報を出力する。制御部２０は、この信号を取得して自車両の現在位置を取得する。
車速センサ４１は、自車両が備える車輪の回転速度に対応した信号を出力する。制御部２
０は、この信号を取得して自車両の速度を取得する。車速センサ４１は、ＧＰＳ受信部４
０の出力信号から特定される自車両の現在位置を補正するなどのためにも利用される。ま
た、自車両の現在位置は、当該自車両の走行軌跡に基づいて適宜補正される。
【００３６】
　さらに、制御部２０はスピーカー４２に制御信号を出力して任意の音声を出力させるこ
とができ、表示部４３に制御信号を出力して任意の画像を表示させることができる。本実
施形態においては、当該スピーカー４２および表示部４３にて運転者に減速を促す報知が
行われる。また、制動部４４は、自車両の車輪に搭載されたブレーキによる減速の程度を
調整するホイールシリンダの圧力を制御する装置を含み、制御部２０は、当該制動部４４
に対して制御信号を出力してホイールシリンダの圧力を調整させることが可能である。従
って、制御部２０が当該制動部４４に対して制御信号を出力してホイールシリンダの圧力
を増加させると、ブレーキによる制動力が増加し、自車両が減速される。
【００３７】
　本実施形態においては、制御部２０がナビゲーションプログラム２１の処理によって自
車両の走行予定経路に従って経路案内処理を行い、この過程において、自車両の車速を目
標車速とすべき目標位置に自車両が近づいたときには、減速を支援するための運転支援処
理を行う。すなわち、ナビゲーションプログラム２１は、当該運転支援処理により、ナビ
ゲーション装置１０を本発明にかかる運転支援装置として機能させる。このため、ナビゲ
ーションプログラム２１は、目標位置情報取得部２１ａと基準車速情報取得部２１ｂと自
車両動作情報取得部２１ｃと制御位置設定部２１ｄと減速支援部２１ｅとを備えている。
【００３８】
　また、記録媒体３０には、ナビゲーションプログラム２１による案内および上述の運転
支援を実施するため地図情報３０ａと減速特性情報３０ｂとが記録されている。地図情報
３０ａは、道路上に設定されたノードを示すノードデータやノード間の道路の形状を特定
するための形状補間点データ、ノードや形状補間点の連結を示すリンクデータ、目標物を
示すデータ等を含み、自車両の現在位置の特定や目的地への案内、自車両の走行軌跡に基
づく自車位置の補正（マップマッチング）等に利用される。
【００３９】
　また、本実施形態においては、自車両の車速を目標車速とすべき目標位置および当該目
標車速を示す情報を含んでいる（目標位置情報３０ａ１）。本実施形態において、当該目
標位置情報３０ａ１は一時停止位置や制限車速のある道路に設定された所定の位置を示す
情報で構成されており、前者の目標車速は０ｋｍ／ｈ、後者の目標車速は制限車速である
。
【００４０】
　減速特性情報３０ｂは、目標位置において自車両の車速を目標車速とするときの自車両
の動作（例えば、位置や車速，加速度等）を特定可能な減速特性を示す情報であり、本実
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施形態において減速特性は、多くの運転者が通常の運転で減速する際の典型的な減速度（
負の加速度）である。また、本実施形態においては、自車両において制動を行って目標位
置において目標車速にすることが可能な限界の減速度よりも絶対値の小さな減速度である
。
【００４１】
　なお、上述の典型的な減速度は予め決定されていれば良く、多数の運転者について、各
運転者の減速操作による減速度の統計を取得し、その統計値（例えば、平均値や中央値等
）に基づいて典型的な減速度を決定するなどして定義することができる。むろん、減速度
は一定であっても良いし、自車両の現在車速が自車両の現在位置における基準車速を最初
に越えた時点からの経過時間や目標位置からの距離によって変動する減速度であっても良
い。
【００４２】
　（２）運転支援処理：
  制御部２０がナビゲーションプログラム２１による処理を実行しているとき、図２に示
す運転支援処理が一定期間（例えば、１００ｍｓ）毎に繰り返し実施される。目標位置情
報取得部２１ａは、記録媒体３０から目標位置情報３０ａ１を取得する処理を行うモジュ
ールである。図２に示す運転支援処理において、制御部２０は目標位置情報取得部２１ａ
の処理により、目標位置情報３０ａ１を参照して自車両の現在位置より前方の所定範囲内
にある直近の目標位置を示す目標位置情報３０ａ１を取得する（ステップＳ１００）。
【００４３】
　基準車速情報取得部２１ｂは、減速特性情報３０ｂが示す減速度にて自車両を走行させ
て目標位置における車速を目標車速にする場合の車速であって、当該目標位置到達前の各
位置における車速を基準車速として取得するモジュールである。すなわち、制御部２０は
、基準車速情報取得部２１ｂの処理により、記録媒体３０から減速特性情報３０ｂを取得
し（ステップＳ１０５）、当該減速特性情報３０ｂが示す減速度を積分して車速および車
速に対応した位置を取得する。そして、各位置に対応する車速を示す情報を基準車速情報
として取得する（ステップＳ１１０）。
【００４４】
　本実施形態における基準車速情報は、目標位置からの距離に対して基準車速を対応付け
た情報である。すなわち、上述の典型的な減速度で自車両を減速させて目標位置における
自車両の車速を目標車速とするときの車速の推移を各位置に対応付けた情報が基準車速情
報である。
【００４５】
　図３に示すグラフは横軸をある原点からの距離、縦軸を車速としたグラフであり、当該
グラフに示す実線の直線は基準車速Ｖｓの例を示している。すなわち、当該図３において
は、上述の減速度に基づいて算出される位置毎の基準車速が直線になる場合の例を示して
いる。なお、図３Ａは目標位置Ｐｄにおける目標車速が０ｋｍ／ｈ、図３Ｂは目標位置Ｐ
ｄにおける目標車速がＶｑ（道路上の制限車速に対応する有限の値）である場合の例を示
している。これらの図３Ａ，３Ｂに示す例においては、目標位置Ｐｄからの距離が遠くな
るほど基準車速Ｖｓが速くなり、横軸で示される各位置にて基準車速Ｖｓとなるように自
車両を走行させると目標位置Ｐｄにて自車両の現在車速が目標車速になることを示してい
る。
【００４６】
　次に制御部２０は、目標位置Ｐｄを取得した後、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓ
を最初に越えたか否かを判別する（ステップＳ１１５）。すなわち、制御部２０は、自車
両動作情報取得部２１ｃの処理によって、ＧＰＳ受信部４０の出力信号を取得して自車両
の現在位置を取得し、車速センサ４１の出力信号を取得して自車両の現在車速Ｖｃを取得
する。また、制御部２０は、制御位置設定部２１ｄの処理により自車両の現在位置に対応
する基準車速Ｖｓを取得して、現在車速Ｖｃが当該自車両の現在位置に対応する基準車速
Ｖｓより大きいか否かを判別する。
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【００４７】
　ステップＳ１１５にて、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを最初に越えていると判
別されたときにはステップＳ１２０以降で自車両の減速を支援するための処理を行い、ス
テップＳ１１５にて、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを越えていると判別されない
ときにはステップＳ１２０およびステップＳ１２５をスキップする。この場合、後述する
報知制御位置と制動制御位置とが設定されないため、自車両において減速を支援するため
の制御を行われない。
【００４８】
　なお、本実施形態においては、減速を支援するための制御が複数回行われることを防止
するため、目標位置Ｐｄを新たに取得した後、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを最
初に越えた場合に減速を支援するための処理を行う構成としている。この処理は、例えば
、以前の目標位置Ｐｄと異なる目標位置Ｐｄを取得したときに、当該目標位置Ｐｄを取得
したことを示すフラグをオンとする構成によって実現可能である。すなわち、この構成に
おいて、ステップＳ１１５において自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを越えていると
判別されたときに当該フラグをオフにすることとし、ステップＳ１１５の判別を行う際に
当該フラグがオンでない場合にはステップＳ１２０，Ｓ１２５をスキップする構成等を採
用可能である。
【００４９】
　目標位置Ｐｄを取得した後、自車両の現在車速Ｖｃが最初に基準車速Ｖｓを越えたとス
テップＳ１１５にて判別されたとき、制御部２０は、制御位置設定部２１ｄの処理により
、報知制御位置を設定し（ステップＳ１２０）、制動制御位置を設定する（ステップＳ１
２５）。本実施形態においては、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを最初に越えた時
点における自車両の現在位置Ｐ1より前方に報知制御位置と制動制御位置とを設定する。
本実施形態においては、当該自車両の現在位置Ｐ1から目標位置Ｐｄまでの距離Ｌ1に一定
の係数Ｃａ（Ｃａ＜１）を乗じて報知制御位置Ｐ2を取得し、当該距離Ｌ1に一定の係数Ｃ
ｓ（Ｃｓ＜１かつＣｓ＜Ｃａ）を乗じて制動制御位置Ｐ3を取得する構成としている。
【００５０】
　すなわち、距離Ｌ1に係数Ｃａを乗じて得られる距離Ｌ2を目標位置Ｐｄから報知制御位
置Ｐ2までの距離として定義し、目標位置Ｐｄから自車両方向に距離Ｌ2離れた位置を報知
制御位置Ｐ2とする。同様に、距離Ｌ1に係数Ｃｓを乗じて得られる距離Ｌ3を目標位置Ｐ
ｄから制動制御位置Ｐ3までの距離として定義し、目標位置Ｐｄから自車両方向に距離Ｌ3

離れた位置を制動制御位置Ｐ3とする。この結果、図３Ａ，３Ｂに示すように、自車両の
現在位置Ｐ1の前方（自車両から目標位置Ｐｄを向いた方向）に報知制御位置Ｐ2が設定さ
れ、さらにその前方に制動制御位置Ｐ3が設定される。
【００５１】
　なお、本実施形態において、上述の係数Ｃａ，Ｃｓは予め決められた一定の係数であり
、運転者が減速を促す報知を認知・判断した後に減速を行って目標位置における車速を目
標車速にすることができる範囲で距離Ｌ2を決定できるように係数Ｃａの大きさを設定す
ればよい。また、自車両において減速を実際に開始して目標位置における車速を目標車速
にすることができる範囲で距離Ｌ3を決定できるように係数Ｃｓの大きさ設定すればよい
。むろん、距離Ｌ3を距離Ｌ2に基づいて算出（Ｌ3＜Ｌ2）しても良い。
【００５２】
　次に、制御部２０は、制御位置設定部２１ｄの処理により、自車両の現在車速Ｖｃと基
準車速Ｖｓとの差分（Ｖｃ－Ｖｓ）である車速偏差ΔＶを取得する（ステップＳ１３０）
。上述のように、図２に示す処理は一定期間毎に繰り返し実施されるので、自車両の各位
置において車速偏差ΔＶが取得される。従って、車速偏差ΔＶは、報知制御位置Ｐ2，制
動制御位置Ｐ3においても取得される。本明細書においては、報知制御位置Ｐ2における車
速偏差をΔＶ2、制動制御位置Ｐ3における車速偏差をΔＶ3と記述する。
【００５３】
　さらに、制御部２０は、制御位置設定部２１ｄの処理により、報知制御位置Ｐ2での車



(11) JP 4875006 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

速偏差（車速偏差ΔＶ2）が予め決められた報知閾値Ｔ2より大きいか否かを判別する（ス
テップＳ１３５）。すなわち、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを所定量Ｔ2以上上
回っているか否かを判定する。ステップＳ１３５にて車速偏差ΔＶ2が報知閾値Ｔ2より大
きいと判別されたときには、制御部２０が減速支援部２１ｅの処理により、スピーカー４
２および表示部４３に減速を促すための制御を行わせる（ステップＳ１４０）。一方、ス
テップＳ１３５にて車速偏差ΔＶ2が報知閾値Ｔ2より大きいと判別されないときには、ス
テップＳ１４０をスキップする。
【００５４】
　ここで、報知閾値Ｔ2は、報知制御位置Ｐ2における車速偏差ΔＶ2と比較される閾値と
して予め設定されており、報知制御位置Ｐ2における自車両の動作が運転者による減速の
意志に対応した動作になっているか否かを判定するための閾値である。すなわち、基準車
速Ｖｓは予め決められた減速特性によって走行したときに目標位置Ｐｄにおける自車両の
現在車速Ｖｃを目標車速にするための車速であるため、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速
Ｖｓを所定量（報知閾値Ｔ2）以上上回っているときに、運転者が当該減速特性に対応し
た減速操作を行っていないと見なすことができる。
【００５５】
　そこで、自車両の動作に対応する現在車速Ｖｃと基準車速Ｖｓとの差分を、報知閾値Ｔ

2と比較する構成とすることで、運転者の減速意志に応じて減速を支援するための報知を
行わせることが可能になる。なお、報知閾値Ｔ2は、目標位置Ｐｄにおける車速を目標車
速とするために基準車速Ｖｓよりも上回ることが許容される車速の範囲内で設定すれば良
く、本実施形態においては、予め一定の差分値が報知閾値Ｔ2として定義されている。
【００５６】
　さらに、制御部２０は、制御位置設定部２１ｄの処理により、制動制御位置Ｐ3での車
速偏差（車速偏差ΔＶ3）が予め決められた制動閾値Ｔ3より大きいか否かを判別する（ス
テップＳ１４５）。すなわち、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを所定量Ｔ3以上上
回っているか否かを判定する。
【００５７】
　ステップＳ１４５にて車速偏差ΔＶ3が制動閾値Ｔ3より大きいと判別されたときには、
制御部２０が減速支援部２１ｅの処理により、制動部４４に減速を行わせる（ステップＳ
１５０）。一方、ステップＳ１４５にて車速偏差ΔＶ3が制動閾値Ｔ3より大きいと判別さ
れないときには、ステップＳ１５０をスキップする。
【００５８】
　ここで、制動閾値Ｔ3は、制動制御位置Ｐ3における車速偏差ΔＶ3と比較される閾値と
して予め設定されており、制動制御位置Ｐ3における自車両において減速動作が行われて
いるか否かを判定するための閾値である。すなわち、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖ
ｓを所定量（報知閾値Ｔ3）以上上回っているときに、制動制御位置Ｐ3において自車両に
おいて減速動作が行われていないと見なす。ここでも、制動閾値Ｔ3は、目標位置Ｐｄに
おける車速を目標車速とするために基準車速Ｖｓよりも上回ることが許容される車速の範
囲内で設定すれば良く、本実施形態においては、予め一定の差分値が制動閾値Ｔ3として
定義されている。
【００５９】
　なお、本実施形態における制動部４４は、車速偏差ΔＶ3とホイールシリンダにおける
圧力とを対応付けたテーブルデータを備えており、上述のステップＳ１５０においては、
制御部２０が車速偏差ΔＶ3を示す制御信号を制動部４４に対して出力する。制動部４４
が当該制御信号を受け取ると、制動部４４は当該車速偏差ΔＶ3に対応した圧力を発生さ
せるための信号をホイールシリンダに出力し、当該車速偏差ΔＶ3に対応した制動力で自
車両を減速させる。むろん、上述の報知閾値Ｔ2，制動閾値Ｔ3は、一定の差分値であって
も良いし、現在車速や基準車速に依存するように設定しても良く、種々の構成を採用可能
である。
【００６０】
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　以上の処理においては、目標位置Ｐｄを取得した後、自車両の現在車速Ｖｃが最初に基
準車速Ｖｓを越えたときに制御位置（報知制御位置および制動制御位置）を１回だけ設定
し、再度制御位置を設定しないように構成している。このため、報知制御位置および制動
制御位置はそれぞれ一カ所だけ設定される。報知制御位置および制動制御位置が一カ所で
あるとき、自車両において目標位置Ｐｄに近づく過程において自車両は報知制御位置およ
び制動制御位置を１回だけ通過する。従って、警告など、減速を支援するための制御が複
数回行われることはなく、減速を支援するための制御を効果的な運転支援として機能させ
ることができる。
【００６１】
　また、上述の減速特性は、自車両において制動を行って目標位置Ｐｄにおいて目標車速
にすることが可能な限界の減速度よりも絶対値の小さな減速度であって、多くの運転者が
通常の運転で減速する際の典型的な減速度である。従って、当該減速特性に基づいて基準
車速Ｖｓを特定し、基準車速Ｖｓと自車両の現在車速Ｖｃとを比較して減速を支援するた
めの制御を行わせることにより、多くの運転者が余裕を持って自車両を減速させて目標位
置Ｐｄにおける車速を目標車速にすることができるように報知や制動を行うことが可能に
なる。
【００６２】
　一方、上述のように典型的な減速度に対応した減速特性に基づいて決定される基準車速
Ｖｓに従って自車両を走行させると、多くの運転者が余裕を持って自車両を減速させて目
標位置Ｐｄにおける車速を目標車速にすることが可能であるものの、自車両の現在車速Ｖ
ｃが基準車速Ｖｓを越えるタイミングは、減速を支援するタイミングとして早すぎる場合
が多い。そこで、本発明のように、自車両の現在車速Ｖｃが基準車速Ｖｓを越えたときの
自車両の現在位置Ｐ1より前方に制御位置（報知制御位置および制動制御位置）を設定す
ることにより、過度に早いタイミングで減速を支援するための制御を開始することを防止
することができる。
【００６３】
　（３）他の実施形態：
  以上の実施形態は本発明を実施するための一例であり、自車両の現在車速が基準車速を
最初に越えたときに自車両の前方に制御位置を設定し、自車両が当該制御位置に到達した
ときの自車両の動作に応じて減速を支援するための制御を行うことができる限りにおいて
、他にも種々の実施形態を採用可能である。例えば、目標位置の設定法は種々の構成を採
用可能であり、一時停止位置や制限車速のある道路に設定された所定の位置から所定距離
Ｌｄだけ自車両に近い位置を目標位置としても良いし、当該所定距離Ｌｄを自車両の現在
車速に応じて変動させても良い。
【００６４】
　例えば、自車両の現在車速が０～特定の値までの間は所定距離Ｌｄを一定とし、現在車
速が当該特定の値を超えたときに現在車速に応じて所定距離Ｌｄを増加させる構成を採用
可能である。また、当該目標位置を示す情報は、種々の態様によって取得可能であり、目
標位置を示す情報を記録する記録媒体を備える外部機器から通信等を介して取得しても良
い。
【００６５】
　さらに、上述の実施形態においては、減速度に基づいて基準車速情報を取得していたが
、むろん、基準車速情報は他にも種々の構成によって取得可能であり、予め決められた減
速特性にて自車両を走行させて目標位置における車速を目標車速にする場合の、各位置と
基準車速との対応関係を、予め例えばテーブル等として定義しておき、当該対応関係を示
す情報を取得しても良い。また、減速特性は距離に対する車速の変化を示す情報であって
も良く、種々の構成を採用可能である。むろん、車両の重量や路面の摩擦係数等に応じて
減速度を調整する構成であっても良い。
【００６６】
　さらに、自車両動作情報取得手段にて、自車両の現在位置と現在車速とを示す情報を取
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得するための構成は、各種カメラ、各種通信など、種々の構成を採用可能である。例えば
、車両の位置、速度（あるいは加速度等から得られる速度）をカメラによって特定する構
成や、ＧＰＳからの信号や地図上での自車両での軌跡，車車間通信，路車間通信等によっ
て取得する構成を採用可能である。なお、本発明においては、各目標位置について制御位
置を１回だけ設定し、これにより減速を支援するための制御を当該制御位置において１回
実施するように構成すればよい。
【００６７】
　また、基準車速や減速特性，制御位置は、自車両の現在車速や、自車両の現在位置から
目標位置までの距離などに応じて変動させても良い。例えば、自車両の現在車速が速いほ
ど、基準車速が速く、あるいは、減速特性に対応する減速度の絶対値が大きくなるように
設定しても良いし、自車両の現在車速が速いほど制御位置を算出する際の前記係数の値を
大きくしても良い。また、自車両の現在位置から目標位置までの距離が小さいほど、基準
車速が速く、あるいは、減速度の絶対値が大きくなるように設定しても良いし、自車両の
現在車速が速いほど制御位置を算出する際の前記係数の値を大きくしても良い。
【００６８】
　さらに、減速を支援するための制御を行う際のトリガとなる自車両における動作は、減
速を行うべきであるか否かを判定するための動作であれば良く、上述のような車速偏差の
他、自車両の位置や車速、加速度等であってもよいし、自車両において行われている運転
操作に対応した動作であってもよい。
【００６９】
　さらに、制動部においては、自車両を減速させるための制御を行うことができればよく
、例えば、ブレーキによる減速の程度を制御する構成の他、内燃機関の出力を制御しても
良いし、変速機の変速比を制御しても良いし、これらの組み合わせで減速を行う構成とし
ても良い。なお、ブレーキによる減速の程度を制御するためのテーブルデータとしては、
上述のように車速偏差と制御量（ホイールシリンダにおける圧力）とを対応付ける構成で
あっても良いし、車速偏差以外にも各種の自車両の動作（例えば自車両の減速度）と制動
部の制御量を対応付ける構成を採用可能である。さらに、内燃機関の出力を制御する場合
には、スロットル開度，燃料噴射量，点火時期のいずれかまたは組み合わせを制御すれば
よい。また、変速機の変速比を制御する場合には、シフトダウンを行うための制御を行え
ばよい。
【００７０】
　さらに、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに参照する自車両における動作の
例として、自車両において行われている運転操作に対応した動作を採用してもよい。例え
ば、自車両の現在位置が制御位置に一致したときに自車両に搭載された制動操作部にて制
動操作が行われていない場合に、減速を支援するための制御を行わせる構成を採用可能で
ある。
【００７１】
　この構成によれば、自車両において運転者が実際に制動操作を行っていない場合に減速
を支援するための制御を行わせることにより、運転者の減速意志に応じて減速を支援する
ための制御を行わせることが可能になる。なお、制動操作部における制動操作は、減速時
の操作であり、ブレーキペダルを操作することによって減速を行っている場合や、アクセ
ルペダルの操作量を所定量以下とすることによって減速を行っている場合に相当する。
【００７２】
　さらに、自車両を減速させて走行したときの減速特性の履歴を運転者毎に識別し、運転
者毎の基準車速を取得する構成を採用しても良い。図４は、かかる実施形態における運転
支援装置を含むナビゲーション装置１００の構成を示すブロック図である。同図４に示す
構成は図１に示す構成とほぼ同様であるが、自車両に車内カメラ４００が搭載され、ナビ
ゲーションプログラム２１に運転者識別部２１０ａが追加されている。また、基準車速情
報取得部２１ｂにおける処理内容が異なり、減速特性情報３０ｂが運転者毎に定義される
点と減速特性の履歴が蓄積される点とが異なっている。
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【００７３】
　車内カメラ４００は、自車両の運転席を視野に含む位置に取り付けられたカメラであり
、撮影した画像を示す画像情報を出力する。運転者識別部２１０ａは当該画像情報に基づ
いて運転者を識別するためのモジュールであり、制御部２０は運転者識別部２１０ａの処
理によって上述の画像情報を取得し、当該画像に含まれる運転者の画像の特徴量に基づい
て運転者を識別する。すなわち、予め画像情報に基づいて運転者の画像の特徴量を取得し
ておき、当該特徴量毎に運転者を分類して記録媒体３０に記録しておく。そして、運転者
を識別する際には、運転者識別部２１０ａの処理によって取得した画像に含まれる運転者
の画像の特徴量と記録媒体３０に記録された特徴量とを比較することによって運転者を識
別する。なお、運転者識別部２１０ａにおいては、運転者を識別することができれば良く
、車内カメラ４００の他、重量センサなど各種のセンサを利用して運転者を識別する構成
を採用可能である。
【００７４】
　また、減速特性情報３０ｂは、運転者毎に減速特性の履歴を記録した情報であり、本実
施形態においては、運転者と当該運転者が運転をしているときの減速度の履歴とを対応付
けた情報である。本実施形態における基準車速情報取得部２１ｂは、当該履歴を収集する
機能も備えており、自車両が走行しているときに運転者毎の減速度を収集する。すなわち
、制御部２０は、運転者識別部２１０ａによって識別された運転者を示す情報を取得し、
また、ＧＰＳ受信部４０や車速センサ４１が出力する情報に基づいて自車両の減速度を取
得する。そして、自車両の走行中における減速度を、前記識別された運転者に対応付けて
減速特性情報３０ｂに記録する。
【００７５】
　一方、運転支援を行う際には上述の図２に示す処理とほぼ同様の処理を行うが、運転者
毎の減速特性に基づいて基準車速を決定するため、本実施形態における運転処理において
は、ステップＳ１０５およびＳ１１０において図２と異なる処理を行う。すなわち、本実
施形態においては、制御部２０が基準車速情報取得部２１ｂによって運転者識別部２１０
ａによる運転者の識別結果を取得する処理を行う。そして、減速特性情報３０ｂを参照し
、当該運転者に関する減速特性、すなわち、当該運転者の減速度の履歴を取得し、当該履
歴の平均値や中央値等を取得して当該運転者の減速度を特定する。また、当該運転者に対
応する減速度を積分して車速および車速に対応した位置を取得する。さらに、制御部２０
が基準車速情報取得部２１ｂによって各位置に対応する車速を示す情報を基準車速情報と
して取得する処理を行う。すなわち、運転者に応じて基準車速を切り替える。
【００７６】
　ステップＳ１１５以降の処理は、図２に示す処理と同様である。以上の結果、本実施形
態においては運転者毎の基準車速が特定されるため、運転者毎の減速特性に応じたより適
切な減速支援を行うことが可能になる。
【００７７】
　なお、減速特性の履歴は、自車両におけるすべての減速操作に関する履歴であっても良
いし、特定の状態における減速操作に関する履歴であっても良い。例えば、減速の結果、
自車両の車速が上述の目標車速と一致あるいは類似（差分が所定の範囲内）した車速にな
った場合に、所定の時点から当該目標車速に至るまでの減速操作について減速特性の履歴
を収集する構成を採用可能である。むろん、他にも種々の構成を採用可能であり、例えば
、自車両を減速させて目標位置に向けて走行して目標位置にて自車両の車速を目標車速と
したときの減速特性の履歴を取得し、当該減速特性の履歴に基づいて前記基準車速を取得
する構成を採用可能である。
【００７８】
　さらに、図４に示す構成において、運転者を識別しない構成を採用しても良い。すなわ
ち、運転者を識別する構成を省略して自車両の減速特性の履歴を取得する構成とすれば、
自車両において通常行われる減速操作に関する減速特性を取得することができる。従って
、自車両における通常の減速特性に対応した基準車速を取得することができる。また、運
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転者識別部を備えるが、自車両の走行中に減速特性の履歴を取得しない構成を採用しても
良い。すなわち、予め運転者自身が複数の減速度の候補から選択した運転者毎の減速特性
を示す減速特性情報３０ｂを記録媒体３０に記録しておき、運転者識別部２１０ａによっ
て識別された運転者毎の減速特性情報３０ｂを参照して基準車速を取得する構成を採用し
ても良い。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】運転支援装置を含むナビゲーション装置のブロック図である。
【図２】運転支援処理のフローチャートである。
【図３】基準車速および制御位置を示す図である。
【図４】運転支援装置を含むナビゲーション装置のブロック図である。
【符号の説明】
【００８０】
  １０…ナビゲーション装置、２０…制御部、２１…ナビゲーションプログラム、２１ａ
…目標位置情報取得部、２１ｂ…基準車速情報取得部、２１ｃ…自車両動作情報取得部、
２１ｄ…制御位置設定部、２１ｅ…減速支援部、３０…記録媒体、３０ａ…地図情報、３
０ａ１…目標位置情報、３０ｂ…減速特性情報、４０…ＧＰＳ受信部、４１…車速センサ
、４２…スピーカー、４３…表示部、４４…制動部

【図１】 【図２】
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